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(54)【発明の名称】 内視鏡システム

(57)【要約】
【課題】本発明の目的とするところは、無線で通信が可
能な機能を構築して在宅医療や災害現場等、機器やスタ
ッフが不充分な状況でも簡便に充分な医療行為を提供で
きる内視鏡システムを提供することにある。
【解決手段】本発明は、体内に挿入される挿入部の先端
部分に撮像素子が配置され、他端が体外に位置する電子
式内視鏡１０と、上記撮像素子で得られた画像信号を処
理する信号処理部３２を備えた内視鏡システムにおい
て、体外に設置され、無線でネットワーク環境とデータ
の送受信が可能なデータ送受信部２６を設けた。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  体内に挿入される挿入部の先端部分に撮
像素子を配置し、他端が体外に位置する電子式内視鏡
と、上記撮像素子で得られた画像信号を処理する信号処
理部とを備えた内視鏡システムにおいて、
体外に設置され、無線でネットワーク環境とデータの送
受信が可能なデータ送受信部を設けたことを特徴とする
内視鏡システム。
【請求項２】  体内に挿入される挿入部が柔軟に変形可
能であり、その先端部に撮像素子が配置され、体外に位
置する部分に術者が把持するための把持部を有した電子
式内視鏡と、
上記内視鏡の把持部に配置され、照明光を体内に出力す
るための光源部と、上記撮像素子で得られた画像信号を
処理する信号処理部と、上記信号処理部で生成された画
像データを無線でモニター部に送信可能な画像送信部と
を備えたコントロールユニットとを備えたことを特徴と
する内視鏡システム。
【請求項３】  体内に挿入される挿入部の先端部分に撮
像素子を配置した電子式内視鏡と、
上記撮像素子で得られた画像信号を処理する信号処理部
と、
上記信号処理部で生成された画像データを含むデータ
を、ネットワーク環境と無線でデータの送受信が可能な
データ送受信部とを設けたプロセッサーユニットとを備
え、
上記プロセッサーユニットは被技者用ベッドの側辺部に
設置可能であることを特徴とする内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、電子式内視鏡の使
用環境をシステム化した内視鏡システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】従来の内視鏡システムにあっては光源装
置やビデオプロセッサーおよびモニタ等の周辺機器が内
視鏡室内に設置されており、周辺機器を設置した内視鏡
検査室において内視鏡を使用して診断や手術を行なうよ
うにしていた。このように従来での内視鏡検査は機器や
スタッフを充分に備えた医療施設において行なわれるべ
きものとされてきた。
【０００３】しかし、在宅医療、出張による集団検診、
離島での診察、災害救助、小さな個人医院等において
は、大病院と同じ精度で、内視鏡による処置や診断を行
なうことは一般に困難である。また、災害救助において
は現場へ移動中の医師に検査結果が予め分かっていれ
ば、現場に到着すると同時に適切な処置が行なえる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】本発明は上記課題に着
目してなされたものであり、その目的とするところは、
無線で通信が可能な機能を構築して在宅医療や災害現場
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等、機器やスタッフが不充分な状況でも簡便に充分な医
療行為を提供できる内視鏡システムを提供することにあ
る。
【０００５】
【課題を解決するための手段】請求項１に係る発明は、
体内に挿入される挿入部の先端部分に撮像素子を配置
し、他端が体外に位置する電子式内視鏡と、上記撮像素
子で得られた画像信号を処理する信号処理部とを備えた
内視鏡システムにおいて、体外に設置され、無線でネッ
トワーク環境とデータの送受信が可能なデータ送受信部
を設けたことを特徴とする内視鏡システムである。
【０００６】請求項２に係る発明は、体内に挿入される
挿入部が柔軟に変形可能であり、その先端部に撮像素子
が配置され、体外に位置する部分に術者が把持するため
の把持部を有した電子式内視鏡と、上記内視鏡の把持部
に配置され、照明光を体内に出力するための光源部と、
上記撮像素子で得られた画像信号を処理する信号処理部
と、上記信号処理部で生成された画像データを無線でモ
ニター部に送信可能な画像送信部とを備えたコントロー
ルユニットとを備えたことを特徴とする内視鏡システム
である。
【０００７】請求項３に係る発明は、体内に挿入される
挿入部の先端部分に撮像素子を配置した電子式内視鏡
と、上記撮像素子で得られた画像信号を処理する信号処
理部と、上記信号処理部で生成された画像データを含む
データを、ネットワーク環境と無線でデータの送受信が
可能なデータ送受信部とを設けたプロセッサーユニット
とを備え、上記プロセッサーユニットは被技者用ベッド
の側辺部に設置可能であることを特徴とする内視鏡シス
テムである。
【０００８】
【発明の実施の形態】（第１の実施形態）図１乃至図１
１を参照して本発明の第１の実施形態としてベッドサイ
ドに構築した内視鏡システムについて説明する。
【０００９】図１中、符号１は患者用ベッドであり、こ
のベッド１の側辺部には内視鏡用プロセッサーユニット
２が設置されている。この内視鏡用プロセッサーユニッ
ト２は携帯が可能なものであり、使用するベッド１等の
周辺に設置できるようになっている。ここではベッド１
の側枠に対して後述する支持機構を用いて着脱自在に取
り付けるようになっている。また、ベッド１の他方のサ
イド部にはＣＲＴ等のモニター３が支持アーム４を介し
てベッド１の側枠に対して着脱自在に取り付けられてい
る。
【００１０】上記プロセッサーユニット２は図４に示す
ように扁平な箱型の外ケース５を有してなり、外ケース
５内には各種の機能部品が組み込まれている。図４に示
すように、外ケース５の厚い厚さ方向の一側面には内視
鏡接続部６と操作パネル部７、さらに操作パネル部７に
隣接してメモリーカード出入口８およびＣＤーＲ（オプ
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ションでＣＤーＲＷ）出入口９が設けられている。内視
鏡接続部６には内視鏡１０のコネクター１０ａが接続さ
れる。
【００１１】外ケース５の薄い厚さ方向の一側面には複
数のテーブル載置用脚１１が設けられている。外ケース
５の厚い厚さ方向の他の側面には取手１２が設けられて
いる。また、図６に示すように、取手１２を設けた側面
に対向する反対側の側面には図７に示す送水タンク１３
を係着するフック１４が取り付けられている。フック１
４は摘み１５により外ケース５に回転自在に支持され、
摘み１５を緩めることにより、フック１４を回転して係
着溝部１４ａの向きを変更できるようになっている。
【００１２】図６は脚１１を利用してプロセッサーユニ
ット２をテーブル上面に載置した状態を示しており、こ
のとき、送水タンク１３は係止金具１６を上記フック１
４の係着溝部１４ａに差し込んで正規の向きに設置され
る。プロセッサーユニット２をベッドサイドに設置する
ときはフック１４を９０°回転すれば、フック１４の係
着溝部１４ａに送水タンク１３の係止金具１６を差し込
み、正規の向きに設置できるようになっている。
【００１３】一方、プロセッサーユニット２内には図２
に示すように、ポンプ部２１、光源部２２、画像処理部
２３、信号記憶部２４、画像送信部２５、データ送受信
部２６およびこれらをコントロールする制御部２７が収
容されている。制御部２７には上記操作パネル部７のキ
ーボードを命令入力装置２８とし、または図示しない別
付けのキーボード等により各種の命令が入力されるよう
になっている。
【００１４】また、プロセッサーユニット２には複数の
各種出力端子２９が設けられている。この出力端子２９
としては、ｉＬＩＮＫ端子２９ａ、ＵＳＢ（2.0)端子２
９ｂ、ビデオ出力端子２９ｃがあり、これを用いての有
線接続も可能なものである。
【００１５】ポンプ部２１は内視鏡接続部６に接続した
内視鏡１０のコネクター１０ａを介して送水タンク１３
に接続される。送水タンク１３内が加圧されると、内視
鏡１０の図示しない送水チャンネルに向けて送水する。
また、内視鏡に設けられた図示しないスイッチにより、
送気と送水の機能を選択可能である。光源部２２は内視
鏡接続部６に接続した内視鏡１０の図示しないライトガ
イドに照明光を供給する。画像処理部２３は内視鏡１０
の挿入部先端に設けた図示しない撮像素子で得た信号を
処理して画像信号に変換する。この画像信号は信号記憶
部２４に記憶することができると共に画像送信部２５を
経てＣＲＴ等のモニター３に無線で送信され、そのモニ
ター３に画像を表示することもできる。また、画像処理
部２３で変換された画像信号はデータ送受信部２６を経
て無線でラン・インターネット環境に送信することがで
きるようになっている。この無線での送信には内視鏡シ
ステムと院内のパソコンの間での無線通信、例えばブル
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ートゥース（Bluetooth）に準拠したものを利用するこ
とができる。尚、ブルートゥースは、通常、無免許で使
える周波数帯を使用して様々な機器を無線で接続し、双
方向の通信を行なうための規格である。
【００１６】また、プロセッサーユニット２における画
像処理部２３と信号記憶部２４は信号処理部３２を構築
しており、信号記憶部２４は上述したメモリーカード出
入口８やＣＤーＲ（ＣＤーＲＷ）出入口９により挿入さ
れた記憶媒体を利用することもできる。
【００１７】ベッド１のサイド部にはプロセッサーユニ
ット２をスライド自在に支持する支持機構が設けられて
いる。この支持機構は次のように構成されている。図８
に示すように、ベッド１のサイド部には起立片４１を先
端に設けたガイド４２がベッドサイド長手方向に沿って
長く配設されている。また、プロセッサーユニット２の
外ケース５のテーブル載置用脚１１を設けた外側面には
横断面形状がクランク状の支持枠５１が設けられてい
る。図１０及び図１１に示すように、この支持枠５１の
上端部５１ａが外ケース５の外面に接合して取着され、
支持枠５１の中間部５１ｂがガイド４２の起立片４１の
上端に載り、支持枠５１の下端部５１ｃがガイド４２の
起立片４１の内側面に向き合うように嵌め込まれる。
【００１８】図９に示すように、支持枠５１には横断面
形状が逆Ｌ字状の板材からなる固定具５２を備える。ま
た、固定具５２の上端部５１ａを貫通する締付けねじ５
３が設けられ、この締付けねじ５３はその先端ねじ部を
支持枠５１の中間部５１ｂのねじ孔５１ｄにねじ込むこ
とができるようになっている。支持枠５１の下端部５１
ｃにはスライド方向に沿って並んで配置された複数の孔
５４が形成されている。また、固定具５２の下端部５１
ｃには複数の孔５４の配列方向に沿って細長い溝５５が
形成されている。固定具５２の各孔５４にはボール５６
が嵌め込まれている。また、ボール５６は固定具５２の
溝５５にも嵌め込まれる。さらに、支持枠５１の中間部
５１ｂと固定具５２の上端部５１ａにはバネ等の弾性部
材５７が介挿されている。そして、固定具５２は弾性部
材５７の弾性復元力で上側に向けて付勢されている。
【００１９】しかして、図１０に示すように、締付けね
じ５３を緩めれば、固定具５２は弾性部材５７の弾性復
元力で上方へ持ち上がり、ボール５６は固定具５２の溝
５５の中央の最も深い所に位置して嵌め込まれるため、
ボール５６はガイド４２の起立片４１の裏面を押さない
緩い状態にある。このとき、支持枠５１はプロセッサー
ユニット２と共にガイド４２の起立片４１に沿って移動
できる状態にある。
【００２０】また、図１１に示すように、締付けねじ５
３を締め付ければ、固定具５２は弾性部材５７の弾性復
元力に抗して下がり、ボール５６が固定具５２の溝５５
の中央からずれるため、その溝５５のくさび作用によっ
てボール５６をガイド４２の起立片４１の裏面に押し付



(4) 特開２００３－１０１１２

10

20

30

40

50

5
け、支持枠５１はガイド４２の起立片４１に固定され、
プロセッサーユニット２はその位置に固定される。よっ
て、プロセッサーユニット２はガイド４２に沿って移動
が可能であると共にその移動させた位置に固定すること
ができるようになっている。
【００２１】次に、上記内視鏡システムを病院の内視鏡
室に設置した場合のネットワークの概念を説明する。こ
の一例を図３に示す。病院１～３は比較的大きな病院を
指す。このような比較的大きな病院１～３では院内にお
いてネットワークが構築されている。また、病院４は比
較的小さな個人病院を指す。このような比較的小さな病
院４では院内においてネットワークが構築されていない
のが普通である。
【００２２】病院内の内視鏡室で得られた画像情報は無
線で特定のパソコン（PC）に送られる。送り先が医師で
あれば、医師は画像診断を行い、見解や処置内容を内視
鏡室の術者に指示する返信を行なう。診断の際にはデ一
夕ベース上にある過去の事例などを参照することもあ
る。また、プロバイダーなどを中継して、他の病院に画
像を転送したりあるいは地の病院のデータベースを参照
したりすることもできる。
【００２３】比較的小さな個人病院４の処置室に本内視
鏡システムを設置した場合では画像を大病院１～３に送
り、判断を仰いだりする。これによって、大病院と同等
の精度での診断や処置が可能になる。
【００２４】また、患者の搬送先の病院に事前に画像な
どを送り、受け入れ可能かどうか(搬送先の病院で治療
可能かどうか)を確認することもできる。
【００２５】さらに、上記内視鏡システムを在宅医療、
集団検診、離島、災害救助など、遠隔地において使用す
る場合にはその画像を、中継局を経て、大病院に送り、
判断を仰ぐことができる。また、中継局を経て、災害救
助の現場に移動中の医者の携帯パソコン等や、患者の搬
送先の病院に、状況を送信しておくことで、搬送先の病
院に到着と同時に適切な処置が行える状況を準備してお
くことができる。
【００２６】本実施形態の内視鏡システムは無線通信機
能を有しており、パソコンやインターネットを介して、
診断が可能な施設（院内を含む）に観察画像を送信し、
診断結果／処置内容等の指示を返信してもらうことがで
きる。
【００２７】内視鏡システムと院内のパソコンの間の通
信にはブルートゥース技術等を利用して無線による双方
向の通信を行なうことができる。また、プロセッサーユ
ニット２にはｉＬＩＮＫ端子２９ａ、ＵＳＢ端子２９
ｂ、ビデオ出力端子２９ｃ等の複数の端子が設けられて
おり、これらの端子２９を利用して有線接続も可能であ
る。
【００２８】開業医から大病院までをネットワークでつ
なげることにより開業医であっても大病院と同等の医療
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行為を提供できる。
【００２９】さらに、内視鏡システムをベッドサイドに
構築し、光源および画像プロセッサーを有するプロセッ
サーユニット２は患者用ベッド１の側面に移動自在に設
置したから、観察部位等に応じて、ベッド１に沿ってプ
ロセッサーユニット２を水平に移動し、最適な部位に設
置することができる。
【００３０】また、プロセッサーユニット２には物理的
に取り出し可能な情報記録媒体に情報を書き込むための
装置が組み込まれているため、情報を取り出したり書き
込んだりすることが容易である。
【００３１】（第２の実施形態）図１２乃至図１７を参
照して本発明の第２の実施形態としてベッドサイドに構
築した内視鏡システムについて説明する。本実施形態で
は患者用ベッド１の側枠に対して内視鏡用プロセッサー
ユニット２を着脱自在に取り付ける他の形式の支持機構
の例である。
【００３２】上記第１の実施形態での支持機構ではその
ガイド４２が全長にわたり患者用ベッド１の側面から突
き出していたが、本実施形態ではベッド１のサイド壁部
に凹部７１を形成することにより、その凹部７１内に、
スライドレール７２を収納配置するようにしたものであ
る。凹部７１はベッド１のサイドに沿って水平に伸びて
形成されている。スライドレール７２の固定レール７２
ａは凹部７１の奥壁に固定され、スライドレール７２の
可動レール７２ｂはその固定レール７２ａに沿って水平
に移動するようになっている。
【００３３】スライドレール７２の可動レール７２ｂに
は支持枠７３が取り付けられている。図１４に示すよう
に、支持枠７３は横断面形状がクランク状の部材によっ
て形成されており、この支持枠７３の下端部７３ａは上
記可動レール７２ｂにねじ止め固定されている。支持枠
７３の上端部７３ｂには幅狭に係止部７３ｃが形成され
ている。図１５に示すように、支持枠７３の係止部７３
ｃにはプロセッサーユニット２の外ケース５に設けられ
たフック７４が差し込み係止するようになっている。こ
れによりプロセッサーユニット２は支持機構の支持枠７
３に支持することができる。
【００３４】支持枠７３の水平な中間部７３ｄの上面に
はスライド式固定用ブロック７６が載置され、固定用ブ
ロック７６には２本のガイド杆７７が貫通し、固定用ブ
ロック７６は２本のガイド杆７７によってガイドされ
る。２本のガイド杆７７は支持枠７３の下端部７３ａに
取着固定した支持片７８に一端をねじ止め固定し、他端
を支持枠７３の上端部７３ｂを貫通してナット７９によ
って固定されている。
【００３５】固定用ブロック７６は水平に移動自在であ
って上記支持枠７３の上端部７３ｂに対して接離自在で
ある。支持片７８と固定用ブロック７６の間の領域にお
いてのガイド杆７７の外周にはコイルばね８０が巻装さ
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れ、このコイルばね８０はその弾性復元力によって固定
用ブロック７６を支持枠７３の上端部７３ｂの裏面に向
けて押し付けるようにしている（図１６を参照）。
【００３６】固定用ブロック７６と支持枠７３の上端部
７３ｂの間には楔部材８１が介在するように設けられて
いる。楔部材８１には支持枠７３の水平な中間部７３ｄ
にねじ込んで立設した締付けねじ８２が貫通しており、
この締付けねじ８２をねじ込み、楔部材８１を押し下げ
ることにより、その楔作用によって固定用ブロック７６
を後退させることができる。図１７に示すように、楔部
材８１により固定用ブロック７６を後退させると、固定
用ブロック７６は患者用ベッド１の側面に当たりその位
置で支持枠７３の位置を固定する。すなわち支持機構は
支持枠７３によって支持するプロセッサーユニット２を
移動させることができるが、移動させた任意位置におい
て固定することができる。
【００３７】本実施形態では、プロセッサーユニット２
を支持する支持枠７３のみが、ベッド１のサイド部から
突き出すものの、この支持枠７３を支持するスライドレ
ール７２の部分は全体が凹部７１内に収容配置されてい
るため、長いスライドレール７２が作業などの邪魔にな
らない。
【００３８】（第３の実施形態）図１８乃至図２４を参
照して本発明の第３の実施形態としてハンドヘルド式に
構築した内視鏡システムについて説明する。
【００３９】図１８に示すように、本内視鏡システムの
内視鏡１００は体腔内に挿入される挿入部１０１の先端
に撮像素子１０２が配置され、この撮像素子１０２によ
って体腔内を撮像する。挿入部１０１内にはライトガイ
ド１０３が配置され、このライトガイド１０３を通じて
供給された照明光を挿入部１０１が挿入された体腔内に
出力して視野内を照明するようになっている。
【００４０】内視鏡１００の把持部（操作部）１０５に
はコントロールユニット１０６が着脱自在に取り付けら
れる。コントロールユニット１０６の外ケース１０７内
にはＬＥＤ等による光源１１１、ＣＣＤ駆動部１１２、
信号処理部（画像処理部）１１３、信号記憶部１１４、
画像送信部１１５、データ送受信部１１６およびこれら
をコントロールする制御部（図示せず）が収容されてい
る。尚、光源１１１は挿入部１０１の先端部に例えばＬ
ＥＤを配置するようにしてもよい。
【００４１】また、外ケース１０７にはバッテリー１１
７が着脱自在に装着される。また、外ケース１０７は内
視鏡１００の把持部１０５に接続されるが、両者には電
気的接続を行なうためのコネクター１１８，１１９が設
けられている。
【００４２】図１９で示すように、内視鏡１００の把持
部１０５にはアングルノブ１２３や処置具挿入口１２４
などが設けられている。
【００４３】信号処理部（画像処理部）１１３は内視鏡
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１００の挿入部先端に設けた撮像素子１０２で得た信号
を処理して画像信号に変換する。この画像信号は信号記
憶部１１４に記憶することができると共に画像送信部１
１５を経てＣＲＴ等のモニターに無線で送信し、そのモ
ニターに表示するようにする。また、信号処理部１１３
で変換された画像信号はデータ送受信部１１６を経て無
線でラン・インターネット環境に送信することができ
る。これらの通信は例えばブルートゥース（Bluetoot
h）に準拠して行なうことができる。
【００４４】また、外ケース１０７には有線用の出力端
子が設けられている。この出力端子としては、ｉＬＩＮ
Ｋ端子１１７ａ、ＵＳＢ端子１１７ｂ、ビデオ出力端子
１１７ｃが設けられている。
【００４５】信号記憶部１１４は外ケース１０７にメモ
リーカード１２０の出入口１２１やＣＤーＲ（ＣＤーＲ
Ｗ）出入口を設けてこれにより挿入された記憶媒体を利
用することもできる。
【００４６】本内視鏡システムのモニターとしては第１
の実施形態と同様にベッドサイド等の他の部位に設置す
る方式に限らず、コントロールユニット１０６の外ケー
ス１０７に取り付けるものでもよい。この場合、モニタ
ーの取付け方式としては外ケース１０７にビルトイン方
式でもセパレート方式でもよい。
【００４７】また、エアータンクまたはエアー供給ユニ
ットをコントロールユニット１０６の外ケース１０７に
取り付けるようにしてもよい。この場合にもビルトイン
方式でもセパレート方式でもよい。さらにはコントロー
ルユニット１０６に対し、ケーブルを介してエアー・ウ
ォーター供給ユニットを接続するようにしてもよい。も
っとも、このエアー・ウォーター供給ユニットを内視鏡
１００の把持部１０５に接続するようにしてもよい。
【００４８】上記外ケース１０７にはバッテリー接続用
コネクター１３２が設けられており、このコネクター１
３２に対してバッテリー１１７が接続される。このバッ
テリー１１７は図２１乃至図２３に示すようにケース１
３１内に２列に複数の電池１３０を並べ、列の間には絶
縁板１３３を介在させて配置する。また、各電池１３０
は電気的に直列に接続されるように配置されている。各
電池１３０の間または終端には金属板１３４が配置され
ている。絶縁板１３３及び金属板１３４はケース１３１
の内壁に形成した溝１３５に端縁部分が嵌め込まれ、位
置決め保持されている。
【００４９】各金属板１３４にはリード線１３６が接続
され、各リード線１３６はコネクター１３７の端子に個
々に接続されている。コネクター１３７の端子を選べば
取り出す電圧の値が変わる。従って、コントロールユニ
ット１０６の各機能部はそれに適する電圧に合った端子
１３８に接続するコネクター端子に接続して電力の供給
を受けるようにする。
【００５０】本内視鏡システムにおいて、光源部や画像
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プロセッサーを含むコントロールユニット１０６を内視
鏡１００の把持部１０５に取り付けるようにしたからそ
れらの機能部を内視鏡１００に集約できる。一部の機能
部は内視鏡１００から独立しているが、小型軽量である
ため、観察者が携帯できるようになる。
【００５１】光源にＬＥＤを使用する場合、そのＬＥＤ
としては白色のものでもＲＧＢのものであってもよい。
また、送気送水機能は選択式のものでもよい。ディスプ
レイはビルト・インでもセパレート方式でもよい。ま
た、ビデオ出力端子１１７ｃを設けてあるので、外部で
ＣＲＴ等に画像を表示することができる。
【００５２】尚、本内視鏡システムにおいてはコントロ
ールユニット１０６を内視鏡１００の把持部１０５に取
り付けようにしたが、内視鏡１００とは別に内視鏡１０
０の近くに設置し、ケーブルにより内視鏡１００に接続
するようにしてもよい。また、モニターとしては図２４
に示すような眼鏡型ディスプレイ（ＨＭＤ）１４１であ
ってもよい。
【００５３】前述した説明によれば、以下に列挙する事
項および以下に列挙した事項のものを任意に組み合わせ
た事項が得られる。
【００５４】（附記１）データの送受信はブルートゥー
ス（Bluetooth）に準拠していることを特徴とする請求
項１または請求項３に記載の内視鏡システム。
【００５５】（附記２）信号処理部は、撮像素子で得ら
れた画像信号を記録する信号記憶部を有し、上記信号記
憶部は、上記信号処理部から着脱が可能であることを特
徴とする請求項１または請求項３に記載の内視鏡システ
ム。
【００５６】（附記３）信号処理部から物理的に着脱が
可能な記憶媒体は、ＣＤ－Ｒであることを特徴とする附
記２に記載の内視鏡システム。
【００５７】（附記４）信号処理部から物理的に着脱が
可能な記憶媒体は、ＤＶＤーＲＷであることを特徴とす
る附記２に記載の内視鏡システム。
【００５８】（附記５）信号処理部から物理的に着脱が
可能な記憶媒体は、メモリーカードであることを特徴と
する附記２に記載の内視鏡システム。
【００５９】（附記６）メモリーカードは、セキュリテ
ィー機能を有することを特徴とする附記５に記載の内視
鏡システム。
【００６０】（附記７）信号処理部は、ネットワーク環
境に接続され、データを送受信するためのデータ入出力
端子を有していることを特徴とする前述した請求項また
は附記に記載の内視鏡システム。
【００６１】（附記８）データを送受信するための上記
入出力端子は、iLinkおよびＵＳＢの少なくとも一方に
準拠したものであることを特徴とする附記７に記載の内
視鏡システム。
【００６２】（附記９）信号処理部で生成された画像デ*
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*ータを無線でモニター部に送信可能な画像送信部とを備
えたコントロールユニットは、把持部より着脱可能であ
ることを特徴とする請求項２に記載の内視鏡システム。
【００６３】（附記１０）内視鏡の光源は、ＬＥＤ光源
であることを特徴とする前述した請求項または附記に記
載の内視鏡システム。
【００６４】（附記１１）コントロールユニットは、請
求項１および附記２,７のうち少なくともいずれか一つ
を有することを特徴とする請求項２に記載の内視鏡シス
テム。
【００６５】（附記１２）プロセッサーユニットは、縦
長であることを特徴とする請求項３に記載の内視鏡シス
テム。
【００６６】（附記１３）プロセッサーユニットは、ベ
ッドに対して支持機構により水平に移動可能に支持され
たことを特徴とする請求項３に記載の内視鏡システム。
【００６７】（附記１４）プロセッサーユニットは、信
号処理部を有し、請求項１および附記２,７のうち少な
くともいずれか一つを有することを特徴とする請求項３
に記載の内視鏡システム。
【００６８】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、無
線で通信が可能な機能を構築して在宅医療や災害現場
等、機器やスタッフが不充分な状況でも簡便に充分な医
療行為を提供できる内視鏡システムを提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡システム
の斜視図。
【図２】同じく本発明の第１の実施形態に係る内視鏡シ
ステムの内視鏡用プロセッサーユニットの概略的説明
図。
【図３】上記内視鏡システムを病院の内視鏡室に設置し
た場合のネットワークの概念図。
【図４】上記内視鏡用プロセッサーユニットをテーブル
上に設置した状態での外観斜視図。
【図５】同じく上記内視鏡用プロセッサーユニットの一
部の外観斜視図。
【図６】同じく上記内視鏡用プロセッサーユニットの一
部の外観斜視図。
【図７】同じく上記内視鏡用プロセッサーユニットに接
続する送水タンクの斜視図。
【図８】上記内視鏡用プロセッサーユニットをベッドサ
イドに取り付けた状態の平面図。
【図９】上記内視鏡用プロセッサーユニットをベッドサ
イドに取り付ける支持機構を展開した斜視図。
【図１０】プロセッサーユニットをスライド自在に支持
する支持機構の移動可能時の縦断面図。
【図１１】プロセッサーユニットをスライド自在に支持
する支持機構の固定時の縦断面図。
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【図１２】本発明の第１の実施形態に係るプロセッサー
ユニットをベッドに支持する状態の平面図。
【図１３】同じくそのプロセッサーユニット支持機構の
スライドレールの正面図。
【図１４】同じくそのプロセッサーユニット支持機構の
展開斜視図。
【図１５】同じくそのプロセッサーユニット支持機構の
一部の展開斜視図。
【図１６】同じくそのプロセッサーユニット支持機構の
プロセッサーユニット移動可能時の縦断面図。
【図１７】同じくそのプロセッサーユニット支持機構の
プロセッサーユニット固定時の縦断面図。
【図１８】本発明の第３の実施形態としてハンドヘルド
式に構築した内視鏡システムの概略的な説明図。
【図１９】同じく本発明の第３の実施形態の内視鏡シス
テムにおけるコントロールユニットの斜視図。
【図２０】同じく本発明の第３の実施形態の内視鏡シス
テムにおける内視鏡とコントロールユニットの斜視図。
【図２１】同じく本発明の第３の実施形態の内視鏡シス
テムにおけるバッテリーの内部構成を示す説明図。
【図２２】同じく本発明の第３の実施形態の内視鏡シス
テムにおけるバッテリーの内部構成を示す説明図。
【図２３】同じく本発明の第３の実施形態の内視鏡シス
テムにおけるバッテリーの外ケースの斜視図。
【図２４】眼鏡型ディスプレイの斜視図。 *

12
*【符号の説明】
１…患者用ベッド
２…内視鏡用プロセッサーユニット
３…モニター
６…内視鏡接続部
７…操作パネル部
８…メモリーカード出入口
９…出入口
１０…内視鏡
１０ａ…コネクター
１１…テーブル載置用脚
１３…送水タンク
２１…ポンプ部
２２…光源部
２３…画像処理部
２４…信号記憶部
２５…画像送信部
２６…データ送受信部
２７…制御部
２８…命令入力装置
２９…出力端子
２９ａ…ｉＬＩＮＫ端子
２９ｂ…ＵＳＢ端子
２９ｃ…ビデオ出力端子
３２…信号処理部
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